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江原酒造本店にて開催された
　　　　大相撲東伯場所写真展の様子
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今月の表紙写真
　昭和57年と昭和62年に開催された『大相撲東伯場
所』の写真展。
　地域団体『夢現の風〈やばせ〉』主催で、５月16
日から20日まで鳥取県建物100選に認定されている
八橋の江原酒造本店で開催されました。江原酒造本
店は昭和５年に現在の八橋に移築されたもので、明
治初期もしくは江戸後期の建物と推測されています。
その重厚感あふれる歴史的建築様式に圧巻され、一
歩足を踏み入れると、たちまち
昔へタイムスリップ。
　写真の他に力士の浴衣や手
形、江原酒造本店の調度品も展
示され、多くの来場者で賑わい、
当時を懐かしむ人の姿が見られ
ました。

四 季 折 々
琴　　
浦

　　の

シリーズ　　　　　　　　　　　　　　

手話で話そう !�

雨［が降る］

※手話動作説明/一般財団法人全日本ろうあ連盟発行
　『わたしたちの手話　学習辞典Ⅰ』より転載

大山滝周辺に咲くヤマツツジ

指を広げた両手の指先を下に向けたまま
上から下へ下ろす

今月の職員
　地域おこし協力隊

河島　匠



第７期（平成30年度～平成32年度）
介護保険事業計画・高齢者福祉計画を策定しました
～いつまでも住みなれた地域で暮らしたい～ そんな願いをかなえるために

①自立支援、介護予防・重度化防止の推進
②介護サービスの充実・向上と介護給付等の適正化
③在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制整備強化
④高齢期の住まいの整備

平成30年度～平成32年度の所得段階別保険料	 （単位：円）

段階 該　当　要　件 料率 年間保険料

１
・生活保護受給者の人
・町県民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の人
・町県民税非課税世帯で前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

0.45 32,400

２

本人が
町県民
税非課
税　　

世帯の人
全員が町
県民税非
課税　　

前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え、
120万円以下の人 0.75 54,000

３ 前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える人 0.75 54,000

４ 世帯に町
県民税課
税の人が
いる　　

前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 0.90 64,800

５ 前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 1.00 72,000

６

本人が
町県民
税課税

前年合計所得金額が120万円未満の人 1.20 86,400
７ 前年合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 1.30 93,600
８ 前年合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 1.50 108,000
９ 前年合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 1.80 129,600
10 前年合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 2.00 144,000
11 前年合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 2.50 180,000
12 前年合計所得金額が800万円以上の人 3.00 216,000
※	合計所得金額は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額と公的年金などに係る雑所得を控除し
た金額です。

問合せ先　介護保険料について　　税　務　課　　　 52-1702
　　　　　介護保険制度について　福祉あんしん課　 52-1706

琴
浦
町
版
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
実
現
に
向
け
て

　

第
７
期
計
画
で
は
、
第
６
期
計
画
の
施

策
な
ど
を
さ
ら
に
充
実
、
改
善
し
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
確
保
だ
け
で
な
く
、
健
康
、

介
護
、
介
護
予
防
、
地
域
で
の
社
会
参
加

を
支
援
す
る
体
制
を
重
点
に
置
き
、
高
齢

者
が
地
域
の
中
で
お
互
い
に
理
解
・
協
力

し
合
い
、
と
も
に
支
え
合
い
な
が
ら
、
豊

か
に
生
活
で
き
る
環
境
の
推
進
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

（
第
７
期
計
画
の
詳
細
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
し
た

　

介
護
保
険
は
、
み
ん
な
で
支
え
合
っ
て

い
く
共
助
の
制
度
で
す
。
第
６
期
計
画
で

は
介
護
保
険
料
を
基
金
と
し
積
み
立
て
る

こ
と
が
で
き
、
第
７
期
計
画
の
介
護
保
険

料
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。（
第

６
期
６
，６
６
６
円
／
月
⇨
第
７
期
６
，

０
０
０
円
／
月
）

　

今
後
、
介
護
給
付
費
は
年
々
増
加
し
て

い
く
と
予
測
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

町
民
み
ん
な
が
、
介
護
が
必
要
と
な
ら
な

い
よ
う
、
日
頃
か
ら
運
動
習
慣
を
身
に
つ

け
る
な
ど
、
健
康
づ
く
り
へ
の
取
組
を
行

い
、
介
護
給
付
費
が
増
加
し
な
い
よ
う
努

め
ま
し
ょ
う
。ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

基本目標
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今月のイチオシニュースSpecial News



ご
み
は
分
別
し
て
ご
み
収
集
へ

　

ご
み
は
野
焼
き
せ
ず
、
分
別
し
て
減
量
す
る
こ
と

で
、
環
境
を
守
り
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
化
、
汚
染
物

質
の
削
減
な
ど
、
次
世
代
へ
よ
り
良
い
環
境
を
引
き

継
ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
日
頃
か
ら
の
ご

み
の
分
別
や
リ
サ
イ
ク
ル

の
意
識
付
け
が
、
災
害
時

で
も
、
分
別
に
よ
り
、
災

害
廃
棄
物
処
理
の
遅
れ
に

よ
る
復
旧
・
復
興
の
遅
れ

を
防
ぐ
こ
と
に
も
繋
が
り

ま
す
。

　

自
分
た
ち
や
町
全
体
を

考
え
、
日
頃
か
ら
、
家
庭

か
ら
出
る
ご
み
の
分
別
や
リ
サ
イ
ク
ル
を
意
識
し
ま

し
ょ
う
。

　

ご
み
の
分
別
と
出
し
方
に
つ
い
て
は
、
全
戸
配
布

し
て
い
ま
す
「
ご
み
の
区
分
と
出
し
方
」
ま
た
は
町

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

野焼きが増える季節

野焼きについて
もう一度正しい理解を

　ごみの野外焼却について違反し
た場合、懲役５年以下又は１千万
円以下（法人は３億円以下）の罰
金、又はその併科に処せられるこ
とがあります。
　家庭ごみの野外焼却を目撃した
場合や、煙や悪臭で困っているとき
は、町民生活課へご連絡ください。

　どのような場合でも、ビニール
やプラスチック類、廃タイヤなど
の野外焼却は禁止されています。
　一般家庭から出るビニールやプ
ラスチック類は琴浦町のごみの出
し方に沿って、指定の日に出して
ください。

　ドラム缶、ブロック囲い、穴を
掘っての焼却や、構造基準を満た
していない焼却炉での焼却は、焼
却時の温度管理、排ガス対策、ダ
イオキシン類の有害物質の発生を
抑えることができないことから、
法律で禁止されています。

違反すると
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野
焼
き
の
例
外
と
は

　

野
焼
き
の
例
外
に
つ
い
て
は
、

煙
や
悪
臭
な
ど
で
周
辺
の
生
活
環

境
へ
悪
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
が

前
提
で
す
。

（
例
外
）

・	

国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う

施
設
管
理
目
的
の
廃
棄
物
の
焼
却
（
河
川
管
理
者
、
道

路
管
理
者
に
よ
る
草
焼
き
）

・	

震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
凍
霜
害
予
防
、
応
急
対
策
又

は
復
旧
の
た
め
の
必
要
な
焼
却
（
災
害
時
の
対
策
、
火

災
訓
練
等
の
稲
わ
ら
焼
却
）

・	

風
俗
習
慣
上
・
宗
教
上
の
行
事
に
必
要
な
焼
却
（
と
ん

ど
焼
き
、
塔
婆
の
供
養
焼
却
）

・	
農
業
、
林
業
又
は
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得
ず
行

う
廃
棄
物
の
焼
却
（
焼
き
畑
、
畦
草
お
よ
び
下
枝
の
焼

却
、
魚
網
に
か
か
っ
た
ご
み
焼
却
）

・	

た
き
火
、
そ
の
他
日
常
生
活
を
営
む
上
で
通
常
行
わ
れ

る
廃
棄
物
の
焼
却
で
軽
微
な
も
の

※	

草
刈
や
剪
定
で
出
た
ご
み
の
焼
却
行
為
は
「
や
む
を
得

な
い
焼
却
」
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
罰
則
対
象
で
す
。

　

野
焼
き
の
例
外
に
お
け
る
注
意
事
項

　

・
夜
間
は
実
施
し
な
い

　

・	

風
向
き
、風
の
強
い
日
な
ど
天
候
に
気
を
つ
け
、

周
辺
環
境
に
配
慮
す
る

　

・
火
が
消
え
た
の
を
必
ず
確
認
す
る

ご
み
減
量
化
の
取
り
組
み

　

ご
み
減
量
化
・
資
源
化
の
た
め
、
次
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
家
庭
用
生
ご
み
処
理
機
の
購
入
費
用
の
一
部
助
成

　

	　

可
燃
ご
み
の
半
分
以
上
が
生
ご
み
で
す
。
家
庭

か
ら
生
ご
み
を
少
し
で
も
減
ら
す
た
め
、
購
入
費

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　
　

購
入
金
額
の
１
／
２
（
上
限
２
０
，０
０
０
円
）

・
小
型
家
電
回
収
ボ
ッ
ク
ス
の
設
置

　

	　

家
庭
で
不
要
に
な
っ
た
小
型
家
電
製
品
を
回
収

し
ま
す
。

設
置
場
所　

役
場
本
庁
舎
、
分
庁
舎
、
ま
な
び
タ

ウ
ン
と
う
は
く
、
各
地
区
公
民
館
な
ど

回
収
対
象　

20
㎝
×
40
㎝
の
回
収
口
に
入
る
サ
イ

ズ
の
も
の
（
電
話
、
カ
メ
ラ
、
パ
ソ
コ
ン
、
ゲ
ー

ム
機
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
な
ど
）

※	

家
電
リ
サ
イ
ク
ル
法
対
象
商
品
（
テ
レ
ビ
、
エ

ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
、
洗
濯
機
）
と
割
れ
て
危
険

な
も
の
（
電
球
、
蛍
光
灯
）
は
対
象
外
で
す
。

問
合
せ
先　

町
民
生
活
課　

52
─

１
７
０
３

“野焼きの許可”は　　　
　　　ありません

「消防署から野焼きの許可をもらった」
ということを言われる場合があります
が、野焼きの許可というものはありま
せん。消防署も役場も許可は出してい
ません。
消防署への届出は「火災と紛らわしい
煙、火災が発生するおそれのある行為
の届出」ですので、届出をしたからと
いって野焼きが許可されたわけではあ
りません。

野焼きは法律で　　　
　　　禁止されています

野焼きは、煙や悪臭により近所迷惑や周辺
住民の健康被害、火災の原因になります。
火災と見間違え、消防車が出動する事例も
発生しています。
ごみは野外焼却
せず、分別して
収集日に出しま
しょう。

小型家電回収ボックス
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　野良猫にえさを与えているあなたは飼い主です。
　かわいそうという気持ちはわかりますが、えさを
与えると、野良猫が集まり、ふん尿の臭いや鳴き声、
抜け毛など周辺住民にとって大変迷惑です。庭や花
壇を荒らす、住居や車を傷つけられることもありま
す。えさを与えている野良猫が周辺住民へ被害や迷
惑をかけてしまった場合、その責任を問われかねま
せん。

　飼い主が環境を整えることで、猫は家の中だけで
幸せに暮らせます。
　室内で飼うことで、次のことが防げます

・病気の感染
・交通事故
・猫同士のけんか
・ふん尿などでの
　　　ご近所トラブル

　猫は繁殖力が非常に強い動物です。「手術はかわ
いそう」などは飼い主の一方的な考えです。
　手術で発情によるトラブルを抑制し、感染症も防
ぎます。もらい手のない子猫が生まれることを避け
られます。

◆不妊去勢手術費用補助金
　琴浦町では、飼い主のいない猫に対して、不妊
去勢手術費用の補助を行っています。（１頭当たり
１万円を限度）
※	補助事業を利用して手術を
受けた猫は、耳先をV字カッ
トします。
耳カットは痛くない方法で
安全に行われます。

　　　嫌われ猫を作り出していませんか？ 　　　猫は室内飼いをしましょう

　　　不妊去勢手術を受けさせましょう

一生、愛情を持って　飼いましょう

猫の飼い方

愛され猫の印
“V字カット”

新しい家族を　待っています
　もう二度と、悲しい　思いはしたくない。
　最後まで家族として　愛してくれる
　　　　飼い主さんに 会いたい…

　鳥取県では、やむを得ず収容された犬・猫につ いて譲渡を行っています。譲渡対象の動物に生涯、
愛情と責任を持って飼っていただける人を募集し ています。

　鳥取県のホームページに譲渡対象の犬・猫の写真 と詳細情報が掲載されていますのでご覧ください。

インターネットで　　　　　　　　　　　（http:// www.pref.tottori.lg.jp/220718.htm）と検索。

譲渡に関する問合せ先　　　　鳥取県生活環境部 くらしの安心局　0857-26-7593

犬も猫も家族の一員、
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　毎年１回、狂犬病予防注射を受けさせることが法
により義務付けられています。
　狂犬病は非常に致死率が高く危険な感染症です。
　毎年４月に町内を巡回して予防注射を行っていま
す（獣医科医院でも受けることができます）
狂犬病注射料金　2,500円
注射済票　　　　　550円

・	散歩の際には、リードできちん
とつなぎ、事故の防止と犬が苦
手な人に配慮してください。
・	犬のフンは必ず持ち帰りましょ
う。
・	万が一逃げたときのことを考え、首輪に鑑札や注
射済票をつけておきましょう。
・	鳴き声や臭い・毛などで、近隣に迷惑をかけるこ
となく、責任をもって飼いましょう。
　　　　
　　　　　

～迷惑防止のために
　　適切なしつけを～

問合せ先　町民生活課　 52-1703

　新規登録手数料　3,000円（生涯１回）
　犬を飼い始めたとき、飼い犬の死亡届、飼主など
の変更、住所が変わったときなどは届出が必要です。
届出先：町民生活課または分庁総合窓口
※登録されたときに鑑札をお渡しします。

　　　狂犬病予防接種（毎年1回）

　　　散歩のルールを守り、
　　　近隣に迷惑をかけない飼い方を！

　　　犬の登録手続き（生涯に１回）

一生、愛情を持って　飼いましょう

犬の飼い方

マテ！

新しい家族を　待っています
　もう二度と、悲しい　思いはしたくない。
　最後まで家族として　愛してくれる
　　　　飼い主さんに 会いたい…

　鳥取県では、やむを得ず収容された犬・猫につ いて譲渡を行っています。譲渡対象の動物に生涯、
愛情と責任を持って飼っていただける人を募集し ています。

　鳥取県のホームページに譲渡対象の犬・猫の写真 と詳細情報が掲載されていますのでご覧ください。

インターネットで　　　　　　　　　　　（http:// www.pref.tottori.lg.jp/220718.htm）と検索。

譲渡に関する問合せ先　　　　鳥取県生活環境部 くらしの安心局　0857-26-7593

とりネット　犬猫の譲渡

犬も猫も家族の一員、
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地方公会計制度における決算書の公表について
　琴浦町では平成28年度決算より地方公会計制度を導入し、民間企業の会計の考え方を採
り入れた決算書の作成・公表を行います。
　今回は地方公会計制度の内容や作成する書類、その書類からわかることなどについてご紹
介します。

１．地方公会計制度とは

　地方公会計制度とは、これまでの自治体の決算書（単式簿記）ではわからなかった情報を明らかにするため、
民間企業の会計の考え方を採り入れた決算書（複式簿記）を作成するものです。
　これにより資産・負債の残高など、お金の出入り以外の面からも自治体の財政を把握できるようになります。
　国から平成29年度までに全自治体でこの決算書を作成するよう要請があり、作成を行いました。

２．作成書類

地方公会計制度で作成する書類として、財務書類４表と固定資産台帳があります。
（1）財務書類４表…①貸借対照表（≒バランスシート）、②行政コスト計算書（≒損益計算書）、

　　　　　　　　　③純資産変動計算書（≒株主資本等変動計算書）、④資金収支計算書（≒キャッシュフロー計算書）

（2）固定資産台帳…町が保有する非金融資産（建物、車など）について、取得価格、耐用年数等を一覧にしたものです。

（例）A町の場合

今までの決算書（単式簿記）でわかること

地方公会計制度（複式簿記）でわかること

今までの決算書（単式簿記）に加えて地方公会計制度（複式簿記）を採り入れることで、
資産・負債の保有状況など、お金の出入り以外の情報も見えるようになります

90億円

支　出

庁舎の光熱費、
借入金の返済など

収　入

100億円

現金

¥５億円

役場庁舎

¥20億円
（評価額）

借入金の残高

¥100億円

資　産 負　債

税金など

ポイント
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３．貸借対照表

　今回は財務書類４表のうち、貸借対照表をご紹介します。
貸借対照表では非金融資産（家や車など）の保有状況や、負
債（住宅ローンなど）残高を把握することができます。また
分析指標などを活用すると、違った視点から町の財政につい
て知ることができます。

家計に例えると…
・金融資産…普通預金、定期預金、株など
・非金融資産…土地、家、車など
・負債…住宅ローンの残高、進学費用など

平成28年度　琴浦町一般会計貸借対照表 ※	表中の表示単位未満は四捨五入をしている
ため、合計が一致しない箇所があります。

※平成29年３月31日時点の住民数１万7,870人で算出しました。

作成書類やより詳しい内容については、琴浦町のホームページに掲載していますのでご覧ください。
（URL）http://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2018032800077/　問合せ先　総務課　 52-2111

資産の部（これまで積み上げてきた資産）

金
融
資
産

現金預金 ５億7,584万円

債権（未収金、貸付金など） １億6,335万円

基金 41億4,636万円

その他（投資など） １億6,438万円

合　計 50億4,993万円

非
金
融
資
産

事業用資産
（庁舎、学校、公民館など） 148億8,127万円

インフラ資産
（道路、橋りょう、水路など） 122億8,743万円

物品（車など） 8,152万円

合　計 272億5,023万円

資産合計 323億16万円

負債の部（将来世代が負担する金額）

流
動
負
債

短期債務（翌年度返済予定額） 13億9,970万円

その他（賞与引当金、預り金） ２億2,872万円

合　計 16億2,842万円

非
流
動
負
債

長期債務
（翌々年度以降返済予定額） 131億5,613万円

退職手当引当金 13億1,054万円

損失補償引当金 6,856万円

合　計 145億3,523万円

負債合計 161億6,366万円

純資産の部（今までの世代が負担した金額）

純資産（税金など） 161億3,650万円

負債・純資産合計 323億16万円

貸借対照表からわかること
分析してみよう！

○町民１人あたり貸借対照表
　上記の貸借対照表を町民１人あたりに換算すると、資
産が約180万、負債が約90万円、純資産が約90万円にな
ります。
　また将来世代が負担する金額（負債）と今までの世代が負
担した金額（純資産）がほぼ同じであることから、世代間の債務負担割合が半々であることがわかります。

○流動比率…128％　　　　【流動比率】＝流動資産÷流動負債×100
　流動負債（１年以内に返済予定の借金など）に対して、流動資産（現金や普通預金などいつでも使用
できるお金）がどれくらいあるかを示すもので、この数値が高いほど短期の支払い能力が高いことを示
します。
　100％を下回ると近々返済するべき借金などを手元資金では賄えないため、建物の修繕のために貯め
ていた貯金を取り崩したり、さらに借金をして返済しなければならなくなります。
　琴浦町では100％を超えており、今のところ近々返済すべきものを手元資金で賄えていることがわか
ります。

資　産

約180万円/人 純資産

約90万円/人

負　債

約90万円/人
（将来世代が負担する金額）

(今までの世代が負担した金額）
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琴
浦
町
進
学
奨
励
金
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

　

子
ど
も
た
ち
の
「
教
育
を
受
け
る
権

利
の
保
障
」
と
保
護
者
の
「
子
育
て
支

援
」、
そ
し
て
、「
人
材
の
育
成
」
を
目

的
に
、
琴
浦
町
進
学
奨
励
金
を
給
付
し

ま
す
。

●
対
象
者

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
保
護
者
の
子

で
、
高
校
に
在
学
中
の
人
（
高
専
1
年

生
～
3
年
生
）、ま
た
は
、大
学
、短
大
、

専
修
学
校
等
、
高
専
４
年
生
以
上
、
２

年
制
以
上
の
高
校
専
攻
科
生
（
以
下
、

「
大
学
生
等
」
と
呼
ぶ
）

●
支
給
内
容

　

高
校
生　
　

月
額
５
，０
０
０
円

　

大
学
生
等　

月
額
８
，５
０
０
円

●
支
給
の
条
件

　

保
護
者
が
①
②
③
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合

　

①	

高
校
生
の
申
請
に
お
い
て
は
、
保

護
者
の
平
成
30
年
度
町
県
民
税
所

得
割
に
係
る
課
税
標
準
額
の
合
計

が
１
５
０
万
円
未
満
の
場
合

　

②	

大
学
生
等
の
申
請
に
お
い
て
は
、

保
護
者
の
平
成
30
年
度
町
県
民
税

所
得
割
に
係
る
課
税
標
準
額
の
合

計
が
２
０
０
万
円
未
満
の
場
合

　

③	

失
職
、
災
害
な
ど
で
資
産
が
著
し

く
損
な
わ
れ
た
場
合
等

●
申
請
期
間

　

６
月
１
日
（
金
）～
７
月
６
日
（
金
）

　

※	

申
請
期
間
内
の
受
付
分
は
４
月
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す

が
、
申
請
期
間
を
過
ぎ
た
申
請
は

８
月
分
以
降
か
ら
の
給
付
と
な
り

ま
す
。

●
そ
の
他

　

・
申
請
書
設
置
場
所

　
　

	

教
育
総
務
課
（
ま
な
び
タ
ウ
ン
と

う
は
く
）、
本
庁
舎
町
民
生
活
課
、

分
庁
舎
総
合
窓
口
に
設
置
し
て
い

ま
す
。

　

・	

課
税
標
準
額
の
確
認
方
法
や
申
請

方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
町
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
・
申
請
先

　

教
育
総
務
課　

52
―

１
１
６
０

第
２
期
「
琴
浦
こ
ど
も
塾
」
が
開
塾

　

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
、
論
語
を
通
じ
て
考

え
る
力
や
心
を
育
て
る
と
共
に
、
町
の
歴
史
や
自
然

体
験
な
ど
か
ら
故
郷
を
知
り
、
愛
着
と
誇
り
を
持
っ

て
も
ら
お
う
と
、
昨
年
8
月
に
開
塾
し
た
琴
浦
こ
ど

も
塾
。
こ
の
第
2
期
開
塾
式
を
4
月
21
日
、
ふ
れ
あ

い
交
流
会
館
で
行
い
ま
し
た
。

　

第
2
期
は
15
人
の
塾
生
が
集
ま
り
、
オ
リ
エ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
で
交
流
と
自
己
紹
介
を
し
た
後
、
第
1

回
目
の
論
語
の
学
び
を
行
い
ま
し
た
。

　

琴
浦
こ
ど
も
塾
は
、
学
校
と
は
違
う
学
び
の
中
で

個
々
の
人
間
力
を
育
み
、
ふ
る
さ
と
を
愛
し
、
人
と

し
て
の
〝
し
ん
〟
が
し
っ
か
り
と
通
っ
た
子
ど
も
た

ち
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

　

今
後
は
毎
月
2
回
、
座
学
や
茶
道
な
ど
の
礼
儀
作

法
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
な
ど
、21
回
の
活
動
を
行
っ

て
い
き
ま
す
。

問
合
せ
先　

企
画
情
報
課　

52
―

１
７
０
８腰骨をピンと伸

ばし、

学びの姿勢を整
えます

ゲームで交流

申請に必要な書類 取得場所

①申請書
・琴浦町教育委員会（まなびタウンとうはく３階）
・本庁舎（町民生活課）・分庁舎（総合窓口係）②在学調査同意書

　（高校生のみ）

③在学証明書 対象者の通っている学校

④町県民税納税通知書の写し 給与所得者の場合、６月頃に自宅に届きます。

（※④をお持ちでない場合）
⑤町県民税課税証明書の原本

・本庁舎（税務課、町民生活課）
・分庁舎（総合窓口係）
※証明手数料として１通300円必要です。
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実
は
と
っ
て
も
身
近
な
病
気
！

～
あ
な
た
は
大
丈
夫
？
～

　

歯
周
病
は
、
世
界
で
最
も
患
者
数
が
多

い
沈
黙
の
病
と
言
わ
れ
ま
す
。
歯
ぐ
き
な

ど
に
炎
症
が
起
き
る
病
気
で
、
痛
み
な
ど

の
自
覚
症
状
が
少
な
く
、
静
か
に
症
状
が

進
行
し
て
い
き
ま
す
。
成
人
の
約
８
割
が

歯
周
病
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
日
本
人
の
成

人
が
歯
を
失
う
原
因
の
第
一
位
が
歯
周
病

と
な
っ
て
い
ま
す
。
歯
み
が
き
を
怠
る
と

誰
で
も
歯
周
病
に
な
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
。

　

あ
な
た
は
80
歳
ま
で
に
何
本
歯
を
残
せ

ま
す
か
？

主
な
歯
周
病
の
症
状

　

◦
歯
ぐ
き
か
ら
出
血
す
る

　

◦
歯
ぐ
き
の
色
が
赤
、
紫
色

　

◦
口
臭
が
あ
る

　

◦	

歯
と
歯
の
間
に
隙
間
が
目
立
ち
、
物

が
挟
ま
り
や
す
い

　

◦
口
が
乾
燥
す
る

　

◦	
歯
ぐ
き
が
下
が
っ
て
き
た
（
歯
が
長

く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
）

歯
周
病
が
も
た
ら
す
悪
影
響

　

歯
周
病
は
歯
を
失
う
だ
け
で
な
く
、
全

身
の
健
康
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
分

か
っ
て
い
ま
す
。
狭
心
症
・
心
筋
梗
塞
、

脳
梗
塞
、
動
脈
硬
化
、
糖
尿
病
、
肥
満
、

肺
炎
、
骨
粗
鬆

し
ょ
う

症
、
低
体
重
児
出
産
・
早

産
の
原
因
に
な
る
な
ど
、
老
若
男
女
問
わ

ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
歯
周
病
に
よ
り
歯
を
失
い
、
噛
む
回

数
が
減
る
こ
と
で
、脳
へ
の
刺
激
が
減
り
、

認
知
症
（
特
に
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知

症
）
発
症
リ
ス
ク
も
高
ま
り
ま
す
。
歯
周

病
を
予
防
し
、
良
い
歯
を
保
つ
こ
と
は
、

万
病
予
防
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

◆
歯
周
病
予
防
の
３
か
条
◆

一
、
正
し
い
歯
磨
き

　

	

歯
ブ
ラ
シ
は
軽
く
握
り
、
小
刻
み
に
動

か
し
て
、
歯
を
一
本
ず
つ
丁
寧
に
み
が

き
ま
す
。

一
、
よ
い
生
活
習
慣

　

	

運
動
不
足
や
不
規
則
な
食
生
活
、
喫

煙
・
ス
ト
レ
ス
な
ど
は
、
体
の
抵
抗
力

を
下
げ
、
口
の
健
康
状
態
を
悪
化
さ
せ

ま
す
。
生
活
習
慣
を
見
直
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

一
、
定
期
的
な
歯
科
健
診

　

	

歯
科
健
診
を
定
期
的
に
受
け
る
と
ト
ラ

ブ
ル
を
未
然
に
防
げ
、
治
療
期
間
も
短

く
費
用
も
抑
え
ら
れ
ま
す
。

～
６
月
４
日
か
ら
６
月
10
日
は
歯
と
口
の
健
康
週
間
～

歯
と
口
の
健
康
週
間
フ
ェ
ア

と
　
き　

６
月
10
日
（
日
）

　
　
　
　

９
時
～
11
時
30
分

と
こ
ろ　

	

中
部
歯
科
医
師
会
口
腔
衛
生
セ

ン
タ
ー（
倉
吉
市
東
巌
城
町
68
）

内
　
容

　

①
歯
と
口
に
つ
い
て
の
各
種
相
談

　

②
歯
科
健
康
診
断

　

③	

フ
ッ
化
物
歯
面
塗
布
（
タ
オ
ル
と
母

子
手
帳
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
）

　

④
フ
ッ
化
物
洗
口
体
験

問
合
せ
先
　

鳥
取
県
中
部
歯
科
医
師
会
口
腔
セ
ン
タ
ー

22
―

５
４
７
２

出典：公益財団法人8020	推進財団
「永久歯の抜歯原因調査報告書」

歯
周
病
か
ら
自
分
を
守
ろ
う
！

お
口
元
気
で
健
康
長
寿

いつもがんばってくれている歯と口に
歯周疾患検診のごほうびを！

　町では以下の人を対象に、歯周疾患検診を無
料で実施しています。この機会にぜひ検診を受
けましょう！
【対 象 者】
40～59歳の方（昭和34年４月２日～昭和54年
４月１日生まれの人）
【実施期間】
平成30年６月１日（金）～平成31年１月31日（木）
【費　　用】　無　料
【実施医療機関】
中部地区および西部地区（米子市・大山町・日
吉津村）の歯科医院
【方　　法】
対象者に届く受診券を持って、上記医療機関を
受診
【問合せ先】
子育て健康課　 52-1705

歯を失う原因

歯周病
42％

むし歯
32％

破折
11％

その他
13％

矯正
１％

無効・無回答１％
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心
身
障
が
い
者
医
療
費
助
成
制
度

医
療
機
関
で
の
各
種
が
ん
検
診
の
ご
案
内

　

身
体
に
障
が
い
の
あ
る
人
、
知
的
障
が

い
ま
た
は
精
神
障
が
い
の
あ
る
人
で
、
一

定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
自
己

負
担
し
た
医
療
費
の
半
額
分
の
助
成
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎	

平
成
30
年
４
月
に
条
例
が
改
正
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
平
成
30
年
７
月
診
療
分

よ
り
助
成
の
対
象
と
な
る
人
お
よ
び
医

療
費
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

【
対
象
と
な
る
人
】
全
て

4

4

該
当
す
る
人

・		

身
体
障
害
者
手
帳
３
・
４
級
、
療
育
手

帳
Ｂ
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

２
級
の
い
ず
れ
か
の
手
帳
を
お
持
ち

の
人

・
特
別
医
療
に
該
当
し
な
い
人

・
高
齢
受
給
者
に
該
当
し
な
い
人

・	

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い
な
い

人
・
町
民
税
非
課
税
の
人

・
町
税
な
ど
の
滞
納
が
無
い
人

【
対
象
と
な
る
医
療
費
】
全
て
該
当
す
る

も
の

・	

保
険
対
象
医
療
に
よ
る
も
の
（
食
事
療

養
費
を
除
く
）

・	

公
費
負
担
医
療
に
よ
る
医
療
費
（
自
立

支
援
医
療
（
精
神
通
院
）
な
ど
）
以
外

の
も
の

◎
認
定
更
新
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す

　

こ
の
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
毎

年
認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
現

在
認
定
を
受
け
て
い
る
人
も
手
続
き
が
必

要
で
す
。
平
成
30
年
７
月
１
日
か
ら
の
１

年
間
の
認
定
申
請
を
、
６
月
１
日
か
ら
受

け
付
け
ま
す
。

◎
申
請
に
必
要
な
も
の

・	

健
康
保
険
証
、
各
種
障
が
い
者
手
帳
、

※
公
費
負
担
医
療
受
給
者
証
（
該
当
者

の
み
）、
印
鑑

※
公
費
負
担
医
療
受
給
者
証

　

病
気
の
種
類
や
患
者
の
状
態
に
よ
り
、

法
律
に
基
づ
い
て
医
療
費
の
一
部
を
国
や

地
方
自
治
体
が
負
担
す
る
場
合
が
あ
り
、

そ
の
際
に
発
行
さ
れ
る
受
給
者
証
の
こ
と

で
す
。主
な
公
費
負
担
医
療
に
は
、自
立
支

援
医
療
（
精
神
通
院
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

申
請
・
問
合
せ
先

　

町
民
生
活
課　

52
─

１
７
０
７

　

医
療
機
関
委
託
検
診
を
実
施
し
ま
す
。

５
月
上
旬
に
部
落
役
員
さ
ん
を
通
じ
て
各

世
帯
へ
各
種
が
ん
検
診
の
受
診
券
、
委
託

医
療
機
関
一
覧
表
を
配
付
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
確
認
の
う
え
、
早
め
に
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

検
診
実
施
期
間
（
期
間
厳
守
）

　

平
成
30
年
６
月
１
日
（
金
）
～

　

平
成
31
年
２
月
28
日
（
木
）

医
療
機
関
に
持
参
す
る
も
の

　

各
種
が
ん
検
診
の
受
診
券
（
緑
色
）、

自
己
負
担
金

注
意
事
項

①	

受
診
す
る
際
は
、
希
望
の
医
療
機
関
に

事
前
に
電
話
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

②	

希
望
す
る
検
診
の
受
診
券
（
緑
色
）
を

切
り
取
っ
て
、
医
療
機
関
窓
口
へ
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

③	

検
診
期
間
を
厳
守
し
て
く
だ
さ
い
。
１

月
と
２
月
は
予
約
が
殺
到
し
ま
す
の

で
、
早
め
に
受
診
す
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

④	
Ｊ
Ａ
女
性
会
員
は
助
成
券
が
利
用
で
き

ま
す
。（
11
月
末
ま
で
）

⑤	

５
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
町
が
実
施
す

る
集
団
セ
ッ
ト
検
診
の
、
胃
が
ん
検
診

（
バ
リ
ウ
ム
検
査
）、
乳
が
ん
検
診
、
子

宮
が
ん
検
診
と
重
複
し
て
受
診
で
き
ま

せ
ん
。
ど
ち
ら
か
一
方
を
受
診
す
る
よ

う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

子
育
て
健
康
課

　
　
　
　
　

52
─

１
７
０
５

検診区分 委託医療機関

胃がん検診
（胃カメラ検査）

中部地域内の病院・医院
※受診券と一緒に委託医療機関一覧を送付しています。

乳がん検診
赤碕診療所、清水病院、藤井政雄記念病院、
野島病院、厚生病院

子宮がん検診
あけしまレディースクリニック、打吹公園クリニック、
藤井政雄記念病院、はまよしレディースクリニック、厚
生病院、レディースクリニックひまわり小笹産婦人科
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６
月
23
日
～
29
日

　
　
　
　

男
女
共
同
参
画
週
間

　

私
た
ち
が
め
ざ
し
て
い
る
男
女
共
同
参

画
社
会
と
は
、
男
女
が
と
も
に
そ
の
人
権

を
尊
重
し
つ
つ
責
任
を
分
か
ち
合
い
、
個

性
と
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
で
す
。

　

少
子
高
齢
化
・
人
口
減
少
が
進
み
、
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
担
い
手
不
足
が
叫
ば
れ

る
中
で
、男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
は
、

町
全
体
の
活
力
維
持
の
た
め
に
も
必
須
の

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

〇	

平
成
30
年
度
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
決
定

「
走
り
出
せ
、性
別
の
ハ
ー
ド
ル
超
え
て
、

今
」

　

こ
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
、
ス
ポ
ー

ツ
に
係
わ
る
男
女
共
同
参
画
を
推
進
し
た

い
と
の
思
い
か
ら
、
内
閣
府
が
公
募
・
決

定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
機
会
に
、
私
た
ち
の
ま
わ
り
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
？

問
合
せ
先　

社
会
教
育
課

　
　
　
　
　

52
─

１
１
６
１

【一斉公開日】
平成30年６月12日（火）午前８時30分から12時30分まで

　地域に開かれた学校づくりをめざして、小中学校一斉公開を行います。
　昨年度は、433人の参加がありました。皆さんからいただいたアンケート結果をよりよい学
校づくりに生かしていきます。
　ぜひ、地域で誘い合わせて、学校へお越しください。

【公開する学校】
　　　東伯中学校　（５２－２３２６）　　赤碕中学校　（５５－０００２）
　　　浦安小学校　（５２－２４０４）　　赤碕小学校　（５５－０５０６）
　　　聖郷小学校　（５２－３０１６）　　船上小学校　（５５－０６０１）
　　　八橋小学校　（５２－２９５０）

【問合せ先】　教育総務課　 ５２－１１６０

小中学校一斉公開に来てみませんか

ことうら 2018. 613

Town News



　

重
症
化
し
や
す
い
肺
炎
を
予
防
す
る
ワ

ク
チ
ン
で
す
。
今
年
度
の
対
象
者
に
接
種

券
を
配
付
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
者
】

①	

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で
に
65
歳
、
70

歳
、
75
歳
、
80
歳
、
85
歳
、
90
歳
、
95

歳
、
１
０
０
歳
と
な
る
人

●	

健
康
づ
く
り
推
進
員
を
通
じ
て
接
種
券

を
配
付
し
ま
す
。

②	

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
で
、
心
臓
、

腎
臓
、
も
し
く
は
呼
吸
器
の
機
能
に
自

己
の
身
辺
の
日
常
生
活
活
動
が
極
度
に

制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
が
い
を
有
す
る

人
又
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ

る
免
疫
の
機
能
に
障
が
い
を
有
す
る

人
。

●
対
象
者
へ
通
知
を
郵
送
し
ま
す
。

※	

定
期
接
種
は
１
回
目
の
接
種
の
み
対
象

で
す
。
過
去
に
接
種
を
受
け
た
人
は
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

【
接
種
期
限
】
平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で

【
自
己
負
担
額
】
３
，０
０
０
円

（	

７
，９
０
０
円
の
う
ち
４
，９
０
０
円
助

成
）

問
合
せ
先　

子
育
て
健
康
課

　
　
　
　
　

52
─

１
７
０
５

　

児
童
手
当
は
、
中
学
校
３
年
生
（
15
歳

到
達
後
の
最
初
の
3
月
31
日
）
ま
で
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

　

現
在
、
児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給

さ
れ
て
い
る
全
て
の
人
は
、
毎
年
６
月
中

に
「
児
童
手
当
現
況
届
」
を
提
出
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
届
は
、
児
童

手
当
・
特
例
給
付
を
引
き
続
き
受
け
る
要

件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

受
給
者
へ
５
月
末
に
書
類
を
送
付
し
て

い
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認
の
上
、
６
月

末
日
ま
で
に
必
ず
提
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

提
出
が
な
い
場
合
、
６
月
分
以
降
の
支

給
が
停
止
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

提
出
期
限　

６
月
29
日
（
金
）

提
出
先　
　

	

子
育
て
健
康
課
ま
た
は
分
庁

総
合
窓
口
係

問
合
せ
先　

子
育
て
健
康
課

　
　
　
　
　

52
─

１
７
０
９

　

受
給
資
格
証
の
有
効
期
限
は
、
６
月
30

日
（
土
）
ま
で
で
す
。
該
当
の
人
は
更
新

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
前
年
ま
で
は
所
得
制
限
な
ど
で

該
当
と
な
ら
な
か
っ
た
人
も
、
所
得
の
状

況
な
ど
に
よ
り
対
象
と
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対	

象
者　

所
得
税
非
課
税
世
帯
で
子
ど
も

が
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
人

　

※	

子
ど
も
の
年
齢
は
平
成
31
年
３
月
31

日
時
点
で
18
歳
以
下

助	

成
内
容　

受
給
資
格
証
を
提
示
す
る

と
、
病
院
で
の
窓
口
負
担
が
左
記
の
自

己
負
担
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

・
通
院　

５
３
０
円
／
日

　

・
入
院　

１
，２
０
０
円
／
日

　

・
薬
局　

無
料

申	

請
に
必
要
な
も
の　

健
康
保
険
証
、
印

鑑
、
所
得
税
非
課
税
を
証
明
で
き
る
も

の
（
平
成
30
年
１
月
２
日
以
降
に
琴
浦

町
に
転
入
さ
れ
た
人
）

申
請
先

　

町
民
生
活
課
・
分
庁
総
合
窓
口
係

問
合
せ
先

　

町
民
生
活
課　

52
─

１
７
０
７

　

歯
・
歯
肉
の
状
態
や
口
腔
清
掃
状
態
な

ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る「
歯
科
健
康
診
査（
口

腔
健
診
）」
を
実
施
し
ま
す
。
口
腔
機
能

の
低
下
や
、
肺
炎
な
ど
の
疾
病
を
予
防
す

る
た
め
に
年
に
１
度
は
口
腔
健
診
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

対
象
者　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

健
診
内
容　

問
診
・
噛
む
力
や
飲
み
込
み

の
力
の
確
認
・
舌
の
動
き
の
確
認
・
歯
や

歯
肉
の
状
態
の
確
認

費
　
　
用　

無
料

※	

そ
の
後
に
治
療
行
為
を
行
う
場
合
、
治

療
に
か
か
る
費
用
は
有
料
と
な
り
ま

す
。
十
分
な
説
明
を
受
け
、
納
得
の
上

で
治
療
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

受
診
期
間　

６
月
１
日
（
金
）
～

　
　
　
　
　

平
成
31
年
１
月
31
日
（
木
）

申
込
場
所

　

・
町
民
生
活
課

　

・
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　

・
分
庁
総
合
窓
口
係

　

※
受
診
は
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　
　

申
込
後
に
受
診
券
を
発
送
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
業
務
課

　

32
─

１
０
９
５

高
齢
者
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

定
期
接
種
は
お
早
め
に

毎
年
６
月
は
児
童
手
当

現
況
届
の
提
出
月
で
す

特
別
医
療
費
受
給
資
格
証
（
ひ

と
り
親
家
庭
）
を
更
新
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
歯
科
健
康
診
査

（
口
腔
健
診
）
を
受
け
ま
し
ょ
う
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問合せ先
総合体育館　 52-2047

｢元気に歩こう琴浦を！」
in以西

と　　き　６月10日（日）
　　　　　９:30～（受付９:10）
※小雨決行・荒天中止
　中止の場合は８時頃に放送
　集合場所　以西地区公民館
コ ー ス　以西地区公民館→
　天皇水→大熊神社→柴尾神社
　→清元院→出発点（3.1km）
持 ち 物　	飲み物・タオル・雨

具・帽子・行動食
（飴やチョコレート	
等）・ノルディック
ポール（持っている
人）

そ の 他　事前申込不要
　　　　　無料送迎バス
　　　　　（役場本庁舎９:00発、
　　　　　分庁舎９:10発）

スポーツ推進委員
新たに３名任命

　町民のスポーツ推進のために
新たに３名が任命されました。
【新任】山本　章さん（赤碕）
　　　　小倉啓彰さん（大杉）
　　　　高橋太雅さん（公文）
【退任】板倉　猛さん（山田）

第64回　東伯郡民体育大会　めざせ３年連続男女総合優勝！

　第64回東伯郡民体育大会が６～７月に湯梨浜町を主会場に開催されま
す。今年も町民の力を合わせ３年連続男女総合優勝をめざします。会場で
の熱いご声援をお願いします。

日にち 種目・種別 会　　　場 雨天の場合
6/10	 日 陸上 倉吉市営陸上競技場 雨天決行
7/1	 日 剣道 北栄町大栄中学校体育館

7/1	 日
7/8	 日

バドミントン
小学生男女
成年男子・成年女子

北栄町北条体育館
　　　 〃

7/7	 土

7/8	 日	
7/15	 日
　〃

サッカー
少年B

少年C・B・成年男子
少年C
成年男子

湯梨浜町東郷運動公園多目
的広場

〃
湯梨浜町羽合臨海公園広場
湯梨浜町東郷運動公園多目
的広場

7/8	 日 総合開会式 湯梨浜町北溟中学校体育館 午前９時開会
7/8	 日 綱引 湯梨浜町はわいトレーニン

グセンター
7/8	 日 キックボール 湯梨浜町はわいトレーニン

グセンター
7/8	 日 卓球 琴浦町総合体育館

7/8	 日
　〃
　〃
　〃
7/14	 土

バレーボール
成年男子一部
成年女子
成年男子二部
ママさんの部
少年C男女

湯梨浜町羽合小学校体育館
〃

湯梨浜町北溟中学校体育館
〃

湯梨浜町羽合小学校体育館

総合開会式終了後開始
　　　　〃

7/8	 日
7/14	 土

7/15	 日

軟式野球
シニアの部
成年の部

成年の部

湯梨浜町東郷運動公園野球場
湯梨浜町東郷運動公園野球場
・北栄町北条野球場
湯梨浜町東郷運動公園野球場

雨天中止（午前８時判断）
　 〃 　（午前８時判断）

　 〃 　（午前８時判断）

7/8	 日
　〃

ソフトボール
成年男子
成年女子

北栄町北条中学校グラウンド
北栄町北条運動場

雨天中止（午前８時判断）
　 〃

7/8	 日 ゲートボール 湯梨浜町羽合臨海公園ゲー
トボール場

小雨実施

7/8	 日 グラウンドゴルフ 湯梨浜町潮風の丘とまり
7/8	 日 銃剣道 湯梨浜町はわいトレーニン

グセンター
綱引終了後開始

7/14	 土
7/15	 日
　〃
　〃
　〃

バスケットボール
少年Ｃ男女
成年男子一部
成年女子一部
成年男子二部
成年女子二部

北栄町北条体育館
　　　 〃
　　　 〃
　　　 〃
　　　 〃

7/15	 日 水泳 北栄町B＆G海洋センター
7/15	 日 テニス 湯梨浜町羽合臨海公園テニ

ス場
雨天：ハワイ夢広場

7/15	 日 ソフトテニス 琴浦町赤碕総合運動公園テ
ニス場

小雨実施（午前７時判断）

7/15	 日 柔道 北栄町北条ふれあい会館柔
道場

7/15	 日 ペタンク 湯梨浜町羽合臨海公園催物
広場

小雨実施

7/15	 日 ソフトバレーボール 湯梨浜町羽合小学校体育館
少年Ｃ＝小学生、少年Ｂ＝中学生
問合せ先　総合体育館　 52-2047・ 52-2037
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案　内

HIV検査普及週間

　６月１日～７日は「HIV検査普
及週間」です。
　倉吉保健所では感染を早期発見
するため、HIV、性感染症（クラミジ
ア・梅毒）、B型・C型肝炎ウイル
ス、風しん抗体価検査を無料で行っ
ています。ぜひご利用ください。
●定例検査（要予約）
HIV、性感染症（クラミジア・梅毒）
　毎月第１・３水曜日（祝日を除く）
　13:00～14:30
B・C型肝炎、風しん抗体価検査
　毎週水曜日（祝日を除く）
　13:00～13:30
●休日・夜間検査（要予約）
HIV、性感染症、B・C型肝炎、風
しん抗体価検査
６月３日（日）・ 12月２日（日）
　13:30～15:30
６月６日（水）・ 12月５日（水）
　17:30～19:00
※HIV・性感染症検査は匿名で行います
※	検査は無料です（風しんは妊娠
を希望する女性等のみ無料）

ところ・問合せ先
　倉吉保健所　 23-3145

経営所得安定対策交付金の
申請受付会を開催します

　経営所得安定対策制度は、水田
で、大豆、飼料用米などの対象作
物を生産し、販売する農業者に対
して助成されるものです。平成
30年度の申請受付会を開催しま
すので、該当される人はお越しく
ださい。
　また、今年度から対象作物など
の内容が変更になりましたので、
郵送される書類をご確認くださ
い。

と　き　６月17日（日）・18日（月）
　　　　９:00～17:00
ところ　カウベルホールロビー

申請に必要なもの
　申請書・印鑑など
※	上記２日間に都合がつかない場
合は、６月29日（金）までに
琴浦町農業再生協議会にて申請
手続きをしてください。	

問合せ先
　琴浦町農業再生協議会
　（役場分庁舎２階）
　 55-0270

献血にご協力ください

　全血献血を次の日程で実施しま
す。
　皆さんのご協力をお願いします。

と　き 受付時間 会場

６月27日
（水）

９:00～
10:00 役場本庁舎

11:50～
13:00

福助㈱鳥取
工場

14:00～
15:30

琴浦大山警
察署

16:30～
17:30 ㈱高野組

※	献血カードまたは本人確認でき
る運転免許証、保険証が必要で
す。
※	服薬中の方は薬品名の入力が必
要です。
　	お薬手帳など、薬の名前がわか
るものをご持参ください。
　	また、受付などに時間がかかる
場合がありますので時間に余裕
を持ってお越しください。
※	献血は、「ことうら健康ポイン
トラリー事業」の対象事業です。

問合せ先
　子育て健康課　 52-1705

総合体育館トレーニングルームをご利用ください

　町民トレーナーが、トレーニングルームの利用方
法やトレーニングの指導にあたります。
【町民トレーナーのいる時間】
６月７日（木）９:00～13:00
６月14日（木）９:00～13:00
６月15日（金）14:00～17:00
６月21日（木）９:00～13:00
６月22日（金）14:00～17:00
６月28日（木）９:00～13:00
６月29日（金）14:00～17:00

【利用料】町民１回100円（年会費3,240円）
【持ち物】	運動しやすい服装、屋内シューズ、飲み

物、タオル
開館時間
月・水・木・金・土曜　８:30～22:00
日曜　８:30～17:00（火曜日休館）
窓口で受付をしてからご利用ください。
※高校生以上から利用できます
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「町民の声」制度を
ご利用ください

　町では、町民の皆さんの町政に
対する意見を聴く手段の１つとし
て、「町民の声」制度を設けてお
り、「町民の声」箱を町内３カ所
に設置しています。
「町民の声」箱の設置場所
　・役場本庁舎１階エントランスホール
　・役場分庁舎玄関入口付近
　・まなびタウンとうはく２階
　　エレベーター前
〈ご意見への回答〉
　いただいたご意見は、各担当課
で内容を検討し、直接ご本人へ回
答又は町ホームページにて回答内
容を公開しています。
※	ご意見の内容によっては、回答
できない場合もあります。
平成29年度の受付件数　38件
問合せ先　総務課　 52-2111

事業主の皆さんへ労働保険の
「年度更新」手続きをお願いします

　今年の年度更新では、平成29
年度の確定保険料及び平成30年
度の概算保険料並びに石綿健康被
害救済法に基づく一般拠出金の申
告・納付手続きが必要となります
ので、６月１日から７月10日ま
での間に申告・納付手続きをお願
いします。
　申告書は、期間中、集合受付会
場、鳥取労働局、最寄りの労働基
準監督署、金融機関・郵便局など
で受付をします。
　また、電子証明書を取得して電
子申請・電子納付をご利用いただ
くと、待ち時間を気にせず手続き
できます。
【集合受付会場】　　　　
と 　き　	６月15日（金）、20日（水）、

27日（水）、７月10日（火）
10:00～16:00

ところ　倉吉地方合同庁舎
　　　　（４階会議室）
　　　　倉吉市駄経寺町2-15
問合せ先　	鳥取労働局労働保険徴

収室 0857-29-1702

募　集

町営住宅等の入居者募集

●募集の住宅
町営住宅
（１次募集）きらり団地１戸
　　　　　　東伯団地２戸
（２次募集）浦安団地２戸
　　　　　　南荒神団地１戸
その他　　　　　　　
　コーポラスことうら２戸
●入居の条件
町営住宅
　月額所得158,000円以下。
　同居親族があること。
共通　住宅に困窮していること。
　　　	市区町村税等に滞納がない

こと。
　　　暴力団員でないこと。
●家賃（月額）
きらり団地　21,200円～31,500円
南荒神団地　20,600円～30,700円
浦安団地　　15,800円～28,800円
東伯団地　　15,900円～23,900円
コーポラスことうら　

18,000円、27,000円

募集期間　６月１日（金）～14日（木）
抽選日時　６月25日（月）午前９時～
入居可能日　７月２日（月）予定
　　　　　　※入居手続き完了後
申込・問合せ先
　建設課　 55-7805
※		１次募集とは、町営住宅の優先
募集に係る募集で、子育て世帯、
母子・父子世帯、高齢者世帯、
障がい者世帯等が対象となりま
す。

催しもの

寿大学一般教養コースの開催

と　　き　６月27日（水）
　　　　　14:00	～	15:30
と こ ろ　	まなびタウンとうはく	

４階多目的ホール
内　　容　音楽コース発表会
　　　　　講演会
演　　題　	消費者トラブルの事例

と対策
講　　師　村本順子さん
送迎バス　	６月15日（金）までに申込
問合せ先
　社会教育課　 52-1161

労働セミナーの開催

　基本的な労働関係法令の学習機
会を提供し、労働者・経営者間の
紛争防止を図ることを目的とし
て、労働セミナーを開催します。

テ ーマ　「アンガーマネージメン
トで円滑な人間関係づくり」

と　き　６月19日（火）
　　　　14:00～15:30
と ころ　倉吉市立図書館（倉吉交
流プラザ）２階第１研修室

講 　師　（一社）日本アンガーマ
ネージメント協会認定
　	アンガーマネージメントファシ
リテーター　越野　由美子

対 象者　労働者、求職者、一般の
人など

申　込　電話またはFAX
※	当日参加も可能ですが、資料準備
のため事前申込をお願いします。
※	求職活動中の人は証明書を準備
しますので、申込時にお知らせ
ください。
※参加費無料
申 込・問合せ先　鳥取県中小企業
労働相談所　みなくる倉吉
　（平日９:00～17:30）
　 23-6131　 23-2454
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毎月シリーズで、
隊員たちの日常をお届けします。

協力隊！
じゃナイトスクープ

このコーナーは、地域から寄せられた依
頼にもとづいて、地域おこし協力隊員た
ちが野にはなたれ、世のため、人のため、
琴浦町を中心に、この世のあらゆること
どもを徹底的に追求するコーナーである。

テッテッテ
レ♪

地域おこし協力隊活動日誌vol.26

「手打ち蕎麦　つなぎや」
毎週木、金、土曜日　11:30～14:00

「通級指導教室」ってなあに？　自信を持って楽しく学習生活を送るための教室です。　

東伯中学校と八橋小学校に通級指導教室「学び（まなび）の教室」がありま
す。この教室は、学校生活でつまずきや困り感があり、集団活動への参加や
学習が困難になっている子どもたちの支援や指導をするところです。

こんな様子はありませんか？

集団の中で困り感を持っている子どもたちが、学び（まなび）の教室では…
・自分の良さに気づき、苦手なことを改善していく方法を考えます。
・計算、読み書きなど、つまずきに合わせた学習方法を学びます。
・場や状況に応じた行動や、相手の気持ちを考えた言葉選びや行動などを学びます。

琴浦町教育委員会教育総務課　TEL ５２－１１６０
八橋小学校「まなびの教室」　TEL ５２－２９５０
東伯中学校「学びの教室」　　TEL ５２－２３２６

・思っていることをうまく話せない。
・じっとしていることが苦手。
・急な予定変更で不安定になることがある。
・片づけが苦手で忘れ物やなくし物が多い。

まずはご相談
ください。

・	読むことが苦手で、とばし読みをしたり、
間違えたりする。
・	漢字の形がとらえにくく、正しく書くこ
とがなかなかできない。
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【サービスの内容】
　バスや汽車などの公共交通機関を利用することが
困難な高齢者に対して、自宅から医療機関までの送
迎を支援します。
【対象者】
　次の全てに該当する人
　①	65歳以上で、要介護・要支援認定を受けてい
ない人

　②	一人暮らし高齢者または高齢者世帯及びこれに
準ずる世帯

　③公共交通機関の利用が困難な人
【利用区間・利用回数】
・	利用回数は１カ月あたり６回まで（片道を１回と
して換算）
・送迎は自宅から医療機関まで
【利用料】片道１回あたり
　０～５㎞：300円	 ５～10㎞：700円
　10～15㎞：1,100円	 15～20㎞：1,500円
　20～25㎞：1,900円	 25～30㎞：2,200円
　30～35㎞：2,600円	 35～40㎞：3,200円
　40～45㎞：3,800円	 45～50㎞：4,400円
※同居家族がある場合は、200円の加算になります。
【サービスを提供するところ】
琴浦町社会福祉協議会
【申込・問合せ先】
福祉あんしん課　 52-1525
　　　　　　　　 52-1524

わが町の福祉サービス

シリーズ

Vol.2 外出支援サービス

ここでは高齢者を対象とした
福祉サービスを紹介していきます。
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「あいさつが飛び交う町に」
東

ひがしはら

原 道
みちあき

明さん（浦安）

　「おはようございます」東原さんの呼びかけに元
気な声で応える小学生。10年以上前から雨の日も、
雪の日も、小学生の登下校を見守り続けてこられま
した。
　地域のために何かしたいとの思いから始められた
この活動、教職に就かれていたこともあり、自然と
子どもたちに目が向いたのかもしれないとのこと。
　この５月で89歳になられた東原さん、今までこ
の活動を続けてこられたのには理由がありました。
　『これは私の宝物です』と、大切そうに見せてく
ださったのは１枚の原稿用紙。それは小学１年生の
女の子が書いた作文。その中には朝、あいさつを交
わすだけで、名前も知らない東原さんへの感謝のこ
とばが綴られていました。これだけ感謝され、これ
だけ思ってくれる子がいた。このことにうれしさを
飛び超え、使命感さえも感じられたそうです。
　寒い日も暑い日も大変と思ったことはなく、むし
ろ“子どもたちの元気な姿が見たい”と前向きな気
持ちが湧いてくるそうです。
　最後に東原さんは「どこでも、誰にでもあいさつ
ができる町になってほしい」と目を細めておられま
した。
　人をつなぎ、人を支える、すばらしい力を秘めた

「あいさつ」。東原さんの思いは、子どもたちの心に
届いています。

あなたの周りの輝く人をご紹介ください
　ボランティア活動をしている人、地域のために
がんばっている人、あまり目立たないが広く知っ
て欲しい人、未来に向けて輝くひとなどを募集し
ています。

問合せ先　企画情報課　 52-1708

発
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　日本への仏教伝来は、『日本書紀』（720年成立）
が記す552年、『上

しょう

宮
ぐう

聖
しょう

徳
とく

法
ほう

王
おう

帝
てい

説
せつ

』（824年以降成
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流
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』（724年成立）
が記す538年の２説があります。『日本書紀』によ
れば、初めて仏像を見た欽

きん

明
めい

天皇は「相
か

貌
お

端
きら

厳
きら

し」
と称

たた

えたそうです。
　斎尾廃寺跡はその百数十年ほど後に建てられまし
た。斎尾廃寺跡で見つかった仏像は大きいもので３
ｍ以上はありそうです。当時、竪穴住居に住んでい
たこの地域の人たちにとってみても、
これまで見たことのない瓦屋根の建物
や異国の神々が並ぶ世界は衝撃的なも
のだったでしょう。

仏教がやってきた!!
　琴浦町には山陰唯一の国の特別史跡である斎尾廃
寺跡があります。特別史跡とは、言葉をかえれば遺
跡の国宝、全国におよそ46万ある遺跡のうち62カ
所しかありません。
　さて、斎尾廃寺跡は古代の仏教寺院跡です。塔跡
や金堂跡などが残り、瓦や仏像片などの出土遺物か
ら７世紀後半に建てられた寺院と考えられます。

斎
さいのお

尾廃寺跡・大
お お た か の か ん が

高野官衙遺跡


